
                     

  

令和７年 12 月 22 日 

総 務 局  
 

東京都人権尊重条例に基づき不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等について 

 

 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例（以下「条例」という。）

第 14条の規定により設置する審査会（以下「審査会」という。）の意見を踏まえ、不当な差別的言動

に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。 

 

１ 表現活動の内容 

（１）「クルド人に関しては、法律を犯してまで違法なことをやっている、例えばトラックにいっぱい

荷物積んで運転している、車検も通さずに車を運転している、夜中までわいわいわいわい騒いで

るやつらもいる、日本人の女の子を強姦してるやつらもいる、そういうような連中、とっとと取

り締まって国に返せばいいだけじゃないですか。」との表現がなされた、令和７年３月 30日（日）

夕方に街頭演説が行われた東京都港区の新橋駅西口広場付近における拡声器等を用いた表現活

動 

（２）「朝鮮人を叩き出せ。韓国人は出て行け。出て行けばーか、ゴミカスクズ」「乞食野郎韓国人を

叩き出せ」「中国人も叩き出せ。中国人も韓国人もゴキブリだ」等との表現がなされた、令和７年

６月 22 日（日）午後にデモ行進が行われた東京都中央区日本橋本石町４丁目から東京都千代田

区日比谷公園１丁目までの道路上における拡声器等を用いた表現活動 

２ 都の対応 

（１）上記１について、条例第 12 条第２項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第８

条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（以

下「法」という。）第２条（※）に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると

認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

（２）条例第 13条第１項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記１の表現は、条

例第８条及び法第２条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動

と認められると判断した。 

 

（３）都は、条例第 12 条第１項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、当該表現 

活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画について東 

京法務局にプロバイダ等への削除要請を依頼する。 

 

 

   

（※）本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第２条 

（定義） 

第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地 

域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの（以下この条において「本邦外出身者」という。） 

に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加え 

る旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由と 

して、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。 
  

なお、「適法に居住するもの」とあるが、「適法に居住」しない者、すなわち不法滞在者等に対する 

「不当な差別的言動」であれば許されるとする趣旨ではないとされている。                    

詳細は法務省「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」     

に係る参考情報（その２）」(https://www.moj.go.jp/content/001308139.pdf)を参照。 

 

                                                                                                                   

▲参考情報(その２) 

https://www.moj.go.jp/content/001308139.pdf


  

 

 

  

 

➢ 過去に公表した、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等は以下を参照 

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/sesaku/sonchou/kouhyou 

 

 

 

 
本件は、「2050 東京戦略」を推進する取組です。   

戦略９ 共生社会 「人権尊重の理念の実現」   

 
▲2050 東京戦略 

▲表現活動の概要等公表 

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/sesaku/sonchou/kouhyou
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/

